
公立大学法人公立小松大学における小松市情報公開及び個人情報保護に関する 

条例施行規程 

平成 30年４月１日 

規程第５号 

 

公立大学法人公立小松大学における小松市情報公開及び個人情報保護に関する条

例(平成７年小松市条例第１号)の施行については、小松市情報公開及び個人情報保護

に関する条例施行規則(平成７年小松市規則第17号)の例による。 

 

附 則 

この規程は、平成30年４月１日から施行する。 

 


